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Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
1 就業機会の拡大と労働環境の整備

Ⅲ-1

24～28年度
計画の総括

達
成
度

一貫して、ポス
ターの掲示やパ
ンフレットの設置
及び市ホーム
ページや「広報と
わだ」への掲載
によって、情報提
供を行った。

4

利用しやすい場所に配置
し、新刊による新しい情報を
提供した。「ビジネスコー
ナー」の蔵書を増加し、各公
共機関へ新刊図書の案内を
配付するなど、市民の就職
に関する情報提供することが
できた。

4

　平成24年度から平成
27年度はスキルアップや
能力向上に関するセミ
ナーを開催し、男女を区
別せず募集した結果、6
割以上が女性の受講者
だった。平成28年度に
おいては、女性のみを
対象としたセミナーを開
催し、受講者の満足度
は高かった。

4

一貫して、求人情報
についてのリーフレッ
トの設置及び就職面
接会開催等に係るポ
スター等の設置によ
り、就職に関する情
報提供を行った。

4

2

女性の職業
意識の向上
と能力開発
の促進

1

男女の均等
な就業機会
の拡大と情
報提供の推
進

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

1

　再就職に
関する各種
情報の提供
と相談体制
の充実

　関係機関と連携し、
再就職に関する情報
の提供、相談機能の
充実を図る。

4

求人情報や就職面接会開催等に
ついて、関係機関からのリーフレッ
ト、ポスター等を設置するとともに市
ホームページにより情報提供を
行った。

各種機関の状況把握
に努めながら周知を
図る。

1

女性の職域
拡大、能力
向上のため
の情報提供

　女性の能力発揮の
ためのセミナーや相
談、研修等の情報を
提供する。

4

女性の再就職に必要なスキルの習
得や「仕事と家庭の両立」を目的と
したセミナーの情報提供を実施し、
就労を中断した女性が受講した。
　セミナーの女性受講者数…100%
　（累計44人中女性44人）

受講生の掘り起し。女性
のキャリア形成を促進す
るため、就労を中断した
女性だけではなく、就労
継続を支援できるよう、
それぞれのライフステー
ジに対応したセミナー内
容等の充実を図る。

市主催の「女性の活
躍支援セミナー」（全
４回）実施する。

商工労
政課

雇用・就業
に関する各
種情報の収
集・提供

2

　利用者が探しやす
いよう、ビジネス支援
コーナーを設置し、
広く市民に提供す
る。

利用しやすい場所に
設置しているので、新
刊による新しい情報
を提供し、広く利用し
てもらうようにしてい
く。

4

引き続き市ホーム
ページを活用した情
報提供や関係機関か
らのポスターやパンフ
レットなどによる制度
の周知を図る。

商工労
政課

事業主に対し周知活
動の強化が必要であ
る。

1

　関係機関と連携し、
事業主及び就業者等
に対して雇用機会均
等法及び育児・介護
休業法などの周知を
図り、仕事と家庭両立
支援や雇用情報等を
提供する。

44人 100％

「ビジネスコーナー」
設置を広く市民にＰＲ
し、利用の拡大を
図っていく必要があ
る。

基本目標
重点項目

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

28年度計画
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

担当課

852冊

関係機関からのポスター、パンフ
レットの設置、市ホームページでの
情報提供を行った。青森県最低賃
金については、「広報とわだ」及び
市のホームページへ掲載して周知
を図った。

4
　ビジネスに関する資料852冊余
を、常設展示コーナーに設置し、
利用を図っている。

市民図
書館

市ホームページを活
用して情報提供を行
う。

商工労
政課
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24～28年度
計画の総括

達
成
度

　一貫して、関係機
関からのポスター
掲示やセミナー等
に関するチラシの
設置によって、情
報提供を実施した
他、平成28年度に
は、就労を中断し
た女性を対象に、
再就職を支援する
セミナーを開催し
た。

4

28年度計画

　市主催の「女性の
活躍支援セミナー」
（全４回）実施する。
　関係機関からのポ
スターの掲示やセミ
ナー等に関するチラ
シの設置により情報
提供を行う。

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

2

　資格取得
等の学習機
会と情報の
提供

　関係機関と連携し、
資格取得等の学習機
会と情報の提供を図
る。

4

　関係機関からのポスターの掲示
やセミナー等に関するチラシの設
置により情報提供を行った。
　女性の再就職に必要なスキルの
習得や「仕事と家庭の両立」を目的
としたセミナーの情報提供を実施
し、就労を中断した女性が受講し
た。
　セミナーの女性受講者数・・100%
　（累計44人中女性44人）

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

就労側の支援ではな
く、雇用側に対する
情報提供や支援が必
要。

実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題
担当課

商工労
政課
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Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための環境づくり

Ⅲ-2

24～28年度
計画の総括

達
成
度

支援事業を実施
する施設は、全
体で微増してお
り、事業の実施
体制は整ってい
る。
引き続き継続し
て実施し、支援
環境を維持する
ことが必要。

4

空き教室を利用
することなどによ
りスペースを確保
し利用定員を増
やし、受け入れ
体制を整えた。

4

　保護者が労働・疾
病等により保育に欠
ける乳幼児を保育す
るため、保育サービス
の充実を図り、特に、
地域における保育需
要に対応するため、
延長保育や障害児保
育等の特別保育事
業、地域子育て支援
事業等を実施する。

4

取組の実績 問題点及び今後の課題

入所児童数の確保に
努め、適正な指導に
より事業の充実を図
る。
〈定数〉
◇三本木小学校仲よ
し会105人◇北園小
学校仲よし会 120人
◇南小学校仲よし会
120人◇東小学校仲
よし会 70人◇西小学
校仲よし会70人◇ち
とせ小学校仲よし会
120人◇藤坂小学校
仲よし会 70人◇法奥
小学校仲よし会 35人
◇沢田小学校仲よし
会 35人◇高清水小
学校35人◇洞内小学
校仲よし会 35人◇四
和小学校35人
           　合計850人

こども子
育て支
援課

1

保育サービ
スや介護
サービス等
の充実

1
保育サービ
スの充実に
対する支援

2
学童保育事
業の充実

　保護者が労働等に
より放課後家庭にい
ない児童に対し、適
正な遊び等を指導す
るため、放課後児童
健全育成事業（仲よ
し会）の充実を図る。

4

・障害児保育事業　　４カ所（利用
児童４人）
・ふれあい保育事業　　５カ所（利
用児童16人）
・延長保育促進事業　　28カ所
　（年1,034人）
・一時預かり保育事業　　４カ所
　（年6,353人）
・地域子育て支援拠点事業　７カ所
　（年16,206人）
・病児・病後児保育事業　　１カ所
　（年668人）
・ファミリー・サポートセンター事業
　1カ所（年463人）

平成28年4月1日現在の入所児童
数
　・三本木小学校仲よし会　　105人
　・北園小学校仲よし会　　　　93人
　・南小学校仲よし会　　　　　106人
　・東小学校仲よし会　　　　　 70人
　・西小学校仲よし会　　　　　 65人
　・ちとせ小学校仲よし会　　 108人
　・藤坂小学校仲よし会　　　　60人
　・法奥小学校仲よし会　　　　26人
　・沢田小学校仲よし会　　　　21人
  ・高清水小学校仲よし会　　  13人
　・洞内小学校仲よし会　　　　20人
　・四和小学校仲よし会　　　　  6人
合計693人

693人

こども子
育て支
援課

基本目標
重点項目

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

28年度計画
実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価

地域子育て支援拠点
事業について、利用
者が減少傾向である
ため、周知方法の工
夫が必要。

　仲よし会未開設地
域の児童の居場所の
確保が課題となって
いる。

・障害児保育事業
　４カ所
・ふれあい保育事業
　５カ所
・延長保育促進事業
　28カ所
・一時預かり事業
　７カ所
・地域子育て支援拠
点事業　７カ所
・病児・病後児保育事
　業　　１カ所
・ファミリー・サポート
センター事業　1カ所

担当課
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4

24～28年度
計画の総括

達
成
度

1
育児・介護
休業制度の
情報の提供

　男女の労働者がとも
に育児・介護休業が
取得できるように制度
等に関する情報の提
供を行う。

引き続きポスター、パ
ンフレットの設置によ
り、育児・介護休業に
関する情報提供に努
めるほか、「広報とわ
だ」や市ホームペー
ジを活用して、周知
に努める。

高齢者が住み慣れた地
域で生活していくために
は自立に向けた支援が
必要であるが、現状で
は複雑で多様なケース
が増加しており、きめ細
やかな対応が難しくなっ
ている。地域に根差して
活動している在宅介護
支援センターや介護事
業所との連携を密にし、
切れ目のない相談体制
を構築していく必要があ
る。また、お互いが持つ
課題や対応策・予防策
などを共有し、今後の対
応に活かすために、地
域ケア会議を開催して
いく。

2

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

事態の深刻化を防ぐ
ため、相談を受けて
から早期に対応でき
るよう関係機関との連
携を強化する。ケース
検討会議や認知症初
期集中支援チームを
通して多職種連携を
図り、円滑な支援に
つなげる。
　また、地域ケア会議
や個別ケア会議の開
催により、高齢者をと
りまく現状や課題を検
討する。

高齢介
護課
Ⅳ-3-1
と重複

3
地域包括支
援センター
の充実

◇総合相談事業
　窓口相談や情報提
供等により、各専門
機関と連携し問題解
決に向け支援する。
◇権利擁護事業
　高齢者が住み慣れ
た地域で安全に暮ら
していくために個人の
権利が守られるよう支
援する。

4

◇総合相談の内容
　　包括相談件数…811件、延べ対
　　応件数：2,376件
　　在宅介護支援センター相談件
数…808件
◇権利擁護の内容
　　虐待通報…18件、認知症に関
する相談…112件、成年後見支援
事業による市長申立…6件

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

28年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

1

保育サービ
スや介護

サービス等
の充実

実績数値 女性比

包括支援セン
ターの役割が、
関係機関等に周
知浸透してきて
はいるが、一般
住民の中でも、
介護が必要と
なっている家族
を抱える人たち
の年代が主であ
り、幅広い年代
層にはまだまだ
周知が必要であ
る。関係機関との
連携を強化しな
がら、事業を展
開していく。

4

4

市ホームページの活用、ポスター、
パンフレットの設置により、育児・介
護休業に関する情報提供を行っ
た。

商工労
政課

特に男性の活用件数が
少ない。また、婚姻、妊
娠・出産を理由とする不
利益取扱いに対する禁
止等、事業主に対し引
き続き啓蒙が必要であ
る。

一貫して、ポス
ターの掲示やパ
ンフレットを設置
した他、平成26
年度からは市
ホームページも
活用し、情報提
供を行った。
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育児休業等諸制
度の周知を図る
ことができた。
産前休暇から復
職までの面談
シートにより、所
属課及び人事課
で共有することが
できるようになっ
た。

4

毎年度子どもすこ
やか手帳の内容を
更新し配布するこ
とにより、子育てに
関する情報を提供
してきた。今後、さ
らに市民のニーズ
にあった内容となる
ように検討する必
要がある。

4

制度の周知、連絡体
制を整えることができ
た。男性職員につい
ても育児休業、部分
休業の取得者もいた
ことから、育児休業等
の意識が高まってき
ている。

4

24～28年度
計画の総括

達
成
度

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

男性職員の取得者が少
なく、子育ては女性の負
担が大きいことが伺われ
ることから、男性職員が
積極的に子育てに関わ
れるような環境づくりが
課題である。

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

2

3
子育て支援
体制の充実

乳児家庭全戸訪問時
に子どもすこやか手
帳を配付し、子育て
に関する情報を提供
する。十和田市子育
てサポート情報の内
容を更新する。

引き続き職員が仕事と子育
ての両立を可能とする職場
環境づくりを図る。
育児休業等の制度に関す
る理解を図るとともに職員
が制度を利用できるよう職
場の雰囲気づくりについて
所属長に働きかける。

引き続き職員が育
児・介護をしようとす
る場合に利用できる
休業等の諸制度の周
知を図る。特に産前・
産後休暇取得者に育
児休業制度の内容を
説明し、同制度の正
確な理解を図る。ま
た、円滑な利用を促
進するために、休業
に係る補充人員の配
置等職場における支
援体制の整備を図
る。

実績数値 女性比

2

次世代育成
支援特定事
業主行動計
画の推進

　職員が安心して子
育てをしていくことが
できる環境の整備と
具体的な支援策の実
施

4

育児休業、育児短時間勤務などの
諸制度については、国、県に準じ
て整備済みであり、申出者には取
得させている。また、出産育児に関
する休暇等をまとめたパンフレット
の作成、出産を控えた職員等との
面談シートを作成した。

18人

内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

人事課2

職員の育
児・介護休
業の取得推
進

　市職員の育児・介
護休業が取得しやす
い環境づくりを図る。

4

1
子育てに関
する情報誌
の発行

　子育てに関する情
報を提供する。

5
市ホームページ上に掲載している
十和田市子育て情報を更新した。
子どもすこやか手帳配付　425人

子どもすこやか手帳
に掲載する子育て情
報が市民のニーズに
あったものとなるよう
に、平成28年度実施
のアンケート結果を分
析し、内容の検討が
必要である。

育児休業取得者12人（すべて女
性）
部分休業 6人（うち女性6人）

取得者
18人

仕事と育児・介護の
両立に悩む職員が見
受けられるので、制度
の活用事例を紹介す
るなど相談支援体制
の充実を図ること。

28年度計画 担当課
№ 事業名

100％

健康増
進課

人事課
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関係機関と連携
を密にし、家庭
における適正な
児童養育、家庭
児童福祉向上の
ため、相談と指
導を行い、ある程
度の成果は得ら
れた。今後も引き
続き、相談員の
資質の向上に努
める。

保健協力員が乳幼
児健診の協力を通
して、最近の母子
の状況を理解する
機会になってい
る。地域で暮らす
母子を見守り、声
がけができる保健
協力員が増えるよ
うに、今後も取り組
みが必要である。

4

4

施策の方向

年間約50人が参加し最近
の子育て状況を保健協力
員が知る機会になってい
る。多くの保健協力員が参
加でき、参加者が固定しな
いように協力してもらう必要
がある。保健協力員が子
育て中の母子に地域で声
がけしやすくなるようにさま
ざまな機会を捉えて学んで
いく必要がある。

子育て支援
体制の充実

3

取組の実績

平成28年度事業実施状況及び評価

保健協力員が最近の
母子の状況や関わり
方を学ぶ機会となる
ように、4か月児健康
診査及び2歳児発達
健康診査の受付や身
体計測の補助の体験
を実施する。毎月４人
実施予定。

健康増
進課

4
保健協力員
による母子
保健活動

精神の病気を抱えた
親の相談が増加し、
対応が長期化してい
る。
専門的な知識や経験
を備えて対応していく
必要がある。

24～28年度
計画の総括

達
成
度

3
家庭児童相
談体制の充
実

　家庭児童相談員を
配置し、家庭におけ
る適正な児童養育、
家庭児童福祉向上の
ため、相談と指導を
行う。

　母子保健事業に係
る協力

4

関係機関と連携を密
にし、家庭における
適正な児童養育、家
庭児童福祉向上のた
め、相談と指導を行
う。

こども子
育て支
援課

28年度計画 担当課

100％

実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 問題点及び今後の課題

月1回4か月児健康診査時及び2歳
児発達健康診査時において、それ
ぞれ概ね2人の保健協力員が健診
の受付や計測の補助を実施

47人

4

家庭等における適正な児童養育の
ために、児童相談所等の関係機関
と協力し、児童福祉向上のため相
談と指導を行った。
相談件数
養育相談（虐待相談を含む）　68件
保険相談　１件
障害相談　1件
育成相談（不登校相談等）　12件
非行相談　0件
その他の相談　2件
合計82件

82件
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Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
3 自営等従事者の環境整備

Ⅲ-3

狙いどおりには
実行できなかっ
た。

2

概ね狙いどおり
に実行できた。

4

農業委
員会

1
家族経営協
定の推進

　農業に携わる家族
全員で、経営方針の
決定、就業条件の整
備、生活面のルール
や福利厚生関係の策
定などを決定すること
により、女性の地位向
上とより充実した農業
経営を目指し、家族
経営協定の普及と締
結を促進する。

2 家族経営協定締結数　新規３組

2

3組

移動農業委
員会

　地域の集会所で、
研修会を開催し、家
族経営協定の推進や
農業者年金加入推進
を図る。

5

◇28年12月4日、相坂地区、参加
者56人（男性36人、女性20人）◇
29年1月8日、八郷地区、参加者25
人（男性16人、女性9人）◇29年1
月29日、中矢地区、参加者52人
（男性39人、女性13人）◇29年3月
19日、一本松地区、参加者42人
（男性27人、女性15人）

町内会等の総会時に
開催するため、開催
時期が集中する。
農地中間管理事業等
の情報提供も行って
いきたい。

農業委員を通じて移
動農業委員会の開催
を募り、集落単位で
の開催を図る。

農業委
員会

2015年農林業センサ
スによる販売農家数
は2,243戸である。28
年度末での実締結数
は132組なので、更な
るＰＲが必要である。
また、経営面におい
ては、依然として男性
中心という認識が強
く、女性が先頭に立
つことが難しい部分
がある。

　市ホームページや
「広報とわだ」を活用
して情報提供を行う
ほか、移動農業委員
会でのＰＲに努める。

創業支援に係るワン
ストップ窓口及び創
業相談ルームの設
置。
　創業セミナーの実
施（前期・後期各5回）

商工労
政課

2

農業等に関
する学習機
会・情報の
提供

　農業経営に係る知
識・技術についての
学習機会や情報の提
供に努める。

4

家族経営協
定等の推進

2

175人 32.60%

施策の方向
平成28年度事業実施状況及び評価

1

自営業を担
う女性就労
者の環境づ
くり

創業希望者の掘り起
しに努めるとともに、
既存企業の新たな事
業の創出や事業継承
等の取組により、雇用
の維持・拡大を図る。

基本目標
重点項目

◇のうぎょうと農業委員会の発行　2
回
　（「広報とわだ」6月号と12月号に
記載2回で4ページ）

◇農作業労働賃金等標準額と農
地賃借料情報の発行（農協を通じ
て全農家へ配布）

　掲載内容が固定化
してきているので、情
報の収集に努め、新
たな情報提供に努め
る必要がある。

　「のうぎょうと農業委
員会」について、これ
までどおり、年2回の
発行に努める。

農業委
員会

1

技術・経営
管理能力向
上に関する
学習会、情
報の提供

　自営業を担う女性
就労者に対し、技術
や経営管理向上を図
るための学習機会や
セミナーの情報提供
に努める。

4

　広報及びホームページにより、創業支援
に係る情報提供に努めたほか、創業相談
ルームや創業セミナーを通じ、創業希望者
に対する伴走型の支援を行った。
※創業セミナー受講者
　前期８人（うち、女性５人）
　後期７人（うち、女性３人）

平成28年1月13日に国の認
定を受けた「十和田市創業
支援事業計画」に基づき、平
成28年度から、創業支援ワ
ンストップ窓口を設けるととも
に、支援拠点として創業相談
ルーム等を開設し、創業希
望者に対する支援を行った。

4

おおむね狙いど
おりに実行でき
た。

4

28年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 実績数値 女性比 問題点及び今後の課題

24～28年度
計画の総括

達
成
度


